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  法第３３条第４項に定める処分の要件  

④  この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき  

⑤  事業に関し不当に営利を図ったとき  

⑥  法第３３条第１項の措置に係る配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたとき 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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